 令和８年度学校体育施設開放事業の運営について
１　開放実施校　　　市内小学校及び中学校
２　開放実施期間　　令和８年４月～令和９年３月末日

３　開放事業に必要な書類　　
1 　毎年度提出する書類
４月30日（木）までにＥメールまたはＦＡＸで学校長及びスポーツ推進課に提出
①　運営委員会委員の名簿　･･･････　様式１

②　管理指導員の名簿　･･･････････　様式２

③　利用団体登録一覧　･･･････････　様式３

④　利用状況調査表
⑤　事務局調査票　※必ず提出をお願いします。
⑵　毎月提出する書類
翌月５日までにＥメールまたはＦＡＸで学校長及びスポーツ推進課に提出
①　開放事業実施報告書　･････････　様式５
※市内全体の利用状況を把握する必要があるので、全ての運営委員会からの報告をお願いします。
☆これらの書類は、岩国市ホームページのくらしの情報→「生涯学習・スポーツ・文化・芸術」→スポーツ・レクリエーション→基本情報　学校体育施設開放事業に掲載してあり、様式１～５はダウンロードすることができます。また、岩国市学校体育施設開放事業実施要綱および岩国市学校体育施設開放事業実施要領もダウンロードすることができます。
４　留意点

⑴　学校開放事業にかかる事務作業は、運営委員会において行ってください。
⑵　管理指導員は、各利用団体に属する者の中から、運営委員会が選任するものとする。
⑶　運営委員会の委員は、利用団体の代表者、地域の体育関係者、スポーツ推進委員等の中から、年１回学校長が選任（運営委員会組織で選出できるのであれば学校長による選任は不要）、その後役員を互選し、自主運営してください。
⑷　会費（事業に要する経費）を利用団体より徴収する場合は適正な料金を考慮してください。
⑸　毎年度使用できるように様式の年度の箇所は空欄にしてあるので、次年度以降も同じ様式を使用してください。
⑹　名簿等の資料については、各運営委員会で作成したものでも構わないが、スポーツ推進課が示す様式と同内容で作成するよう努めてください。
⑺　利用登録団体については、岩国市学校体育施設開放事業実施要綱第９条の要件を満たす団体のみが登録できます。
⑻　中学校部活動の地域展開に伴い、岩国市が認定した地域クラブが学校体育施設を利用する場合があります。

学校体育施設開放事業の運営について
事前の流れ　（年度初めに報告）






毎月の流れ　（毎月初めに報告）







（問合先及び提出先）


岩国市スポーツ推進課　スポーツ推進班　担当：石村、貴船


�HYPERLINK "mailto:sportssuishin@city.iwakuni.lg.jp"�sportssuishin@city.iwakuni.lg.jp�　電話　0827-29-5103　FAX　0827-21-3456





運営委員会


年度末または年度初めに、地域体育関係者、スポーツ推進委員、利用団体代表者、学校（校長、教頭、教職員）の中から学校長が召集（運営委員会組織があれば会長が召集）し、運営委員会を組織する。


地域体育関係者、スポーツ推進委員、利用団体代表者（当該学校の教職員を除く）の中から、会長、副会長、書記を互選し、自主運営する。





利用団体


（市内在住、在勤、在学する概ね10人以上で構成する団体）


団体構成員から１名は、管理指導員となる





登録申請


（新規団体含む）








岩国市


（スポーツ推進課）





学校とスポーツ推進課に対して


運営委員会名簿　様式１


管理指導員名簿　様式２


団体登録一覧　　様式３


利用状況調査表


事務局調査票


を提出





学校行事の連絡





学校


運営委員会と情報交換を密にする





運営委員会　


運動施設の利用調整（グラウンド、体育館、格技場等）





毎月、開放事業に関する事務を行う。


毎月の報告書、予定表の作成と夜間照明料を金融機関に納付





実施報告書提出


様式５








スポーツ推進課または各教育支所





利用団体





（管理指導員）


施設及び設備の利用に際し、管理指導にあたる。





利用申請書


日報の記入


会費の納入


夜間照明料の納入





夜間照明料納付書送付





許可証





（翌月予定表　様式４）


実施報告書提出　様式５





学校の行事日程の連絡





学校　


運営委員会と情報交換


学校は必要に応じて運営委員会に出席し意見を述べることができる。











